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議案第２６号　福島市農林業振興基金条例制定の件

(2)佐原・水保地区と松川町水原地区の２地区において大規模太陽光発電の事業計画が進行。
(3)市は事業者より基本計画作成の提案を受け、福島市農山漁村再生可能エネルギー法協議会を設置し、基本計画を策定。 　

　公布の日から施行

 農業企画課

　　２　基金設置の目的

　発電事業者からの、拠出金を収入し、農林業の健全な発展に資する取組に要する経費の財源に充てるため、地方自治法の規定
に基づき条例を制定し基金を設置するもの。

　　３　施行期日

　　福島市農林業振興基金条例 議案書

Ｐ９３～９４
　　１　基金設置の経緯

(1)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律（平成２５年法律第８１号）が平成２６
　 年５月に施行され、売電収入を地域に還元することにより、地域の活力向上や持続的発展に資することが可能となった。

農山漁村再生可能エネルギー法の仕組み

協　議　会

市町村

地域住
民等

農林漁
業者・
団体

設備事
業者

作 成

・農林漁業の健全な発展に
　資する取組み

・再エネと農林漁業の調和

・農林地などの適切な利用調整

基本方針（国）

基本計画（市町村）

・再エネによる
　農山漁村活性化の方針

・農林地の効率的利用の確保

設備整備計画（設備事業者）

作 成

発電事業計画等

１　事業者 あづま小富士第一発電所合同会社 松川水原太陽光発電事業合同会社

２　事業地
・佐原字富士見164番ほか
　面積：約１８６ｈａ

・松川町水原字はるご平ほか
　面積：約９３ｈａ

３　発電規模 太陽光発電　８０ＭＷ 太陽光発電　３０ＭＷ

２０２２年９月３０日 ２０２３年１２月２８日（予定）

～２０４０年１２月３１日 ～２０４０年３月３１日

年平均　　約１億１千万円 年平均　　約４千５００万円

総　額　　約２０億５千万円 総　額　　約７億２千４００万円

４　取組期間

５　市基金へ
　　の拠出額
　　(見込み)

福島市農山漁村再生可能エネルギー法協議会における決定事項

・発電事業を行う者は、売電収入実績の３％に相当する額を市の基金に拠出する。

・市は拠出額を財源として農林業の振興を図るとともに、農林業を取り巻く環境改善や課題解決、

　農林業者の経営改善のための各種施策（農林業の健全な発展に資する取組）を実施する。
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議案第１６号　令和４年度福島市一般会計補正予算（所管分）  

　

◇　農村環境保全対策費

〇　農林業振興基金積立金

１　積立の方針及び積立の時期
　(1)１月～１２月の売電の収入実績の３％に相当する額を年度末に一括して積み立てる。

　　※今年度は、あづま小富士第一発電所において令和４年９月３０日に売電が開始されたことから、売電開始から
　　令和４年１２月末までの額を積み立てる。

２　基金の活用方針

　(1)市全体での活用
 　　福島市農業・農村振興計画の基本方針に基づく各事業に充当。

　(2)発電施設立地区域での活用
　　 市と発電施設立地区域の地元である佐原・水保（桜本・土船・庄野）、松川町水原の農業者や地域住民の代表者等とで
　　 農林業の健全な発展に資する取組のアイデアについて意見交換を行い、出されたアイデアを基に事業化を検討し充当。

農業企画課

　福島市農山漁村再生可能エネルギー法協議会において協議し決定された、発電事業を行う者が市に拠出することとされた額
を農林業振興基金に積み立てるもの。

20,314 補正予算説明書
歳入　 Ｐ１６　　

20,314 歳出　 Ｐ２０　　

寄附金
- 20,314 20,314 - - 20,314 -

農村環境保全対策費
　 　

765,495 20,314 785,809 - - - -
３　農業振興費  

６款　農林水産業費　 １項　農業費

（単位　千円）

目 細目 補正前の額 補正額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

説明
国県支出金 地方債 その他 一般財源

福島市農山漁村再生可能エネルギー法協議会における決定事項

・発電事業を行う者は、売電収入実績の３％に相当する額を市の基金に拠出する。

・市は拠出額を財源として農林業の振興を図るとともに、農林業を取り巻く環境改善や課題解決、

　農林業者の経営改善のための各種施策（農林業の健全な発展に資する取組）を実施する。

- 3 -



議案第１６号　令和４年度福島市一般会計補正予算（所管分） 　

（単位　千円）

　農業振興課・農林整備課

◇ 繰越明許費補正（追加） 議案書　　Ｐ６８

款 項 事　　業　　名 金　　額 繰　越　理　由

６　農林水産業費

１　農業費

土地改良施設維持管理適正化事業 2,000
半導体不足により高圧受電設備機器の納入が
遅れ、年度内の完了が見込めないため。

農業施設災害防止緊急対策事業 23,600

施設園芸エネルギー転換支援事業 38,548
国際情勢の影響により機材の納期が見通せな
いことなどから農業者の申請が遅れ、年度内
の完了が見込めないため。

護岸整備に使用する環境保全型ブロックにつ
いて、受注生産となり製品の納入が遅れ、年
度内の完了が見込めないため。

２　林業費 ふくしま森林再生事業 58,971
積雪の影響により現場での作業が不可能とな
り、年度内の完了が見込めないため。
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議案第２０号　令和４年度福島市公設地方卸売市場事業費特別会計補正予算

（単位　千円）

市場管理課

◇ 繰越明許費補正 議案書

款 項 事　　業　　名 金　　額 繰　越　理　由

計画策定における検討項目において、再整備
後も営業の継続を希望する場内事業者と協議
調整を行いながら進めているが、協議調整の
過程で不測の時間を要したため。

11,517市場施設再整備計画事業１　総務費１　経営費

Ｐ７７～Ｐ７８
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